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香
南
市
で
は
、在
宅
介
護
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る

困
り
ご
と
が
あ
る
方
向
け
に「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
相
談

窓
口
」を
設
置
し
て
い
ま
す
。

高齢

在
宅
医
療
・
介
護
連
携

相
談
窓
口
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「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
相
談
窓

口
」
は
、
高
齢
に
な
っ
て
医
療
・
介
護
が

必
要
な
状
態
と
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ

た
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
・
介
護
・

福
祉
連
携
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
窓
口
で

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

〇
担
当

　　

香
南
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　　

在
宅
医
療
・
介
護
連
携

　　　　　　　　
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　

小
松

〇
受
付
時
間

　　

平
日 

午
前
８
時
30
分

　　　　　　　　　　　　　

〜
午
後
５
時
15
分

〇
連
絡
先

　　

高
齢
者
介
護
課　　
☎
５
７
ー

８
５
１
１

　　　

自
己
負
担
す
る
医
療
費
は
限
度
額
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

医
療
機
関
で
支
払
っ
た
金
額
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、高

額
療
養
費
と
し
て
後
か
ら
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
制
度
を

　
　
　

知
っ
て
い
ま
す
か
？

問
市
民
保
険
課　

☎
５
７
ー

８
５
０
６

の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
て
空
き
家
に
関
す
る
出
張
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

空
き
家
に
関
す
る
出
張
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
！

国保
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高
額
療
養
費
の
支
給
対
象
に
該
当
す

る
世
帯
に
は
、
診
療
月
の
２
カ
月
後
の
下

旬
に
、
申
請
の
ご
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、
市
民
保
険
課
も
し
く
は
最
寄
り

の
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

申
請
に
は
領
収
書
が
必
要
で
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
保
険
証
と

あ
わ
せ
て
提
示
す
る
と
、
一
医
療
機
関
等

で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
で
き
ま
す
。
認
定
証
の
発
行
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
市
民
保
険
課
も
し
く
は
最

寄
り
の
支
所
で
手
続
き
く
だ
さ
い
。

◇
69
歳
以
下
の
人

▼
住
民
税
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」（
青
色
）

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
黄
緑
色
）

空き家
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■
日
時

　　

令
和
５
年
９
月
２
日
（
土
）

　　

10
時
〜
16
時

■
会
場

　　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　　
１
階  

第
１
ふ
れ
あ
い
室

　　
（
香
南
市
野
市
町
西
野
５
３
４
ー
１
）

■
対
象

　
　

高
知
県
内
に
空
き
家
を
お
持
ち
の

方
も
し
く
は
将
来
的
に
空
き
家
に
な
る

家
を
お
持
ち
の
方

■
申
し
込
み

　
　

予
約
制
で
す
。
相
談
を
ご
希
望
の
方

は
左
記
ま
で
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　　

受
付
時
間　

平
日
10
時
〜
17
時

　
　

高
知
県
空
き
家
相
談
窓
口

　　

☎
０
８
８
ー

８
０
３
ー

６
５
１
１

問
住
宅
政
策
課 

☎
５
７-

７
５
３
６

　

「
空
き
家
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て

い
る
け
れ
ど
、何
か
ら
手
を
付
け
て
よ

い
か
分
か
ら
な
い…

」、「
空
き
家
を

売
っ
た
り
貸
し
た
り
し
た
い
け
ど
、ど

ん
な
手
続
き
が
必
要
か
分
か
ら
な
い

…

」な
ど
空
き
家
に
関
し
て
お
悩
み
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

当
日
は
司
法
書
士
や
建
築
士
、宅
地

建
物
取
引
士
な
ど
の
専
門
家
が
、空
き

家
に
関
す
る
相
談
を
無
料
で
お
受
け

し
ま
す
。
相
続
問
題
、土
地
建
物
の
売

買
・
賃
貸
、リ
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
こ

と
で
お
悩
み
の
方
は
、ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

香
南
市
内
に
空
き
家
を
お
持
ち
の

方
に
は
、香
南
市
空
き
家
バ
ン
ク
制
度

や
家
屋
解
体
の
補
助
金
に
つ
い
て
も

ご
説
明
し
ま
す
。

◇
70
歳
以
上
74
歳
以
下
の
人

▼
住
民
税
課
税
世
帯
で
、
課
税
所
得
１
４

５
万
円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
の
人
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
薄
紫
色
）

※
住
民
税
課
税
世
帯
で
右
記
以
外
の
人

は
、「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
」
を
医
療
機
関
の
窓
口
に

提
示
す
れ
ば
、
支
払
額
は
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、
限
度
額
適

用
認
定
証
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
黄
緑
色
）

※
自
己
負
担
限
度
額
は
所
得
区
分
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す

※
認
定
証
は
申
請
し
た
月
の
初
日
（
申
請

し
た
月
に
香
南
市
国
保
に
加
入
し
た
人

は
加
入
日
）
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。
申

請
月
よ
り
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
適
用
は

で
き
ま
せ
ん
。
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ

う
な
場
合
は
、早
め
に
手
続
き
く
だ
さ
い

限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い
て

病院から在宅へ
の退院調整を
頼みたい

訪問診療が可能
な診療所を
知りたい

医療や介護サービス
情報はどこに聞いたら
教えてくれるの？

近所の訪問看護
サービスを紹介して
もらいたい…

～このようなお悩みを持っている方～
相
談
料
は

　
　

無
料
で
す

鉛
製
給
水
管
は
、錆
び
に
く
く
比
較
的
柔
ら
か
い
材
質
の
た

め
加
工
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、全
国
的
に
広
く
使
用
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

鉛
製
給
水
管
に
関
す
る

お
知
ら
せ

水道
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問
上
下
水
道
課　

☎
５
７-

８
５
１
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

み
ど
り
野
団
地
や
、つ
き
み
野
団
地
、

白
岩
団
地
、
上
野
団
地
、お
よ
び
大
谷
、

西
野
、
東
野
、
新
宮
地
区
の
宅
地
造
成

地
に
、
昭
和
50
年
代
に
建
築
さ
れ
た
住

宅
で
、
道
路
に
埋
設
さ
れ
た
上
水
道
配

水
管
か
ら
宅
地
内
の
量
水
器
（
メ
ー

タ
ー
）
ま
で
の
給
水
管
に
多
く
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　
　
こ
の
た
め
、
当
市
で
は
平
成
21
年
か

ら
鉛
製
給
水
管
の
布
設
替
え
工
事
を

順
次
行
っ
て
い
ま
す
。

■
水
道
水
を
よ
り
安
心
し
て
ご
利
用

い
た
だ
く
た
め
に

　

本
市
の
水
道
水
に
関
し
て
は
、
水
道

法
で
定
め
ら
れ
た
定
期
的
な
水
質
検

査
を
実
施
し
て
お
り
、
令
和
４
年
度
の

水
質
検
査
結
果
で
は
、
鉛
濃
度
は
１

リ
ッ
ト
ル
当
た
り
０
．０
０
０
３
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
の
値
が
多
く
、
最
大
で
も
１

リ
ッ
ト
ル
当
た
り
０
．０
０
５
５
ミ
リ
グ

ラ
ム
と
な
っ
て
お
り
、
水
質
基
準
に
適

合
し
た
安
全
安
心
な
水
を
ご
利
用
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
鉛
製
給
水
管
を
使
用
し
て

い
る
ご
家
庭
で
、
長
時
間
水
道
を
使
用

せ
ず
滞
留
さ
せ
る
と
、
わ
ず
か
で
す
が

鉛
が
溶
け
出
し
、
一
時
的
に
鉛
濃
度
が

上
昇
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。よ
り
安

心
し
て
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
に
朝
一

番
や
長
期
外
出
後
の
使
い
始
め
の
水

は
バ
ケ
ツ
１
杯
（
10
リ
ッ
ト
ル
）
程
度
を

ト
イ
レ
や
花
の
水
や
り
な
ど
飲
用
以
外

の
用
途
に
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

■
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

　

現
在
、
鉛
製
給
水
管
の
布
設
替
え
工

事
の
更
な
る
推
進
に
向
け
た
検
討
や
、

よ
り
安
心
し
て
利
用
い
た
だ
く
た
め
の

取
り
組
み
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て
い

ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

※

鉛
製
給
水
管
使
用
の
有
無
な
ど
の

お
問
い
合
わ
せ
は
上
下
水
道
課
ま
で

お
願
い
し
ま
す
。

（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
ま
で
）
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